
 

 

 第 1回 飯田市中学生期の文化芸術・スポーツ活動連携協議会 

日時：令和５年５月２４日（水） 

１９：００～２１：００ 

         会場：市役所Ｃ３１１～３１３   

１ 開 会 

    

２ 委嘱状交付 

 

３ 教育長挨拶   

 

４ 飯田市中学校部活動地域移行に係る連携協議会について 

（１） 中学生期における文化芸術・スポーツ活動連携協議会設置要綱 

 

（２） アドバイザーの紹介 

 

（３） 正副座長の選出 

 

 

５ 協議 

（１） 国・県の動向について 

 

（２） これまでの取組を踏まえた今後の飯田市の方向性について 

 

（３） 部会に分かれての意見交換 

・部活動の現状と課題 

・部活動地域連携移行の目的と目指す姿 

  ・指導者の確保、指導者研修、推進スケジュール等  

 

（４） 全体共有 検討課題の整理 

 

 

６ アドバイザーからのお話 

 

 

７ その他、連絡 

 

 

８ 閉 会   

 

 

 

 



○飯田市中学生期の文化芸術・スポーツ活動連携協議会設置要綱 

令和５年３月９日 

教委告示第４号 

（設置） 

第１条 中学校部活動及び部活動の地域移行における様々な課題を踏まえ、生徒の心身の成長に

応じた文化芸術・スポーツ活動の充実に向けた取組を進めるに当たり、関係者相互の情報交換及

び意見を聞くことを目的とし、飯田市中学生期の文化芸術・スポーツ活動連携協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。   

（任務） 

第２条 委員は、中学生期における文化芸術・スポーツ活動の充実に向けた取組の方針や進め方等

について意見を述べ協議する。 

（協議事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

(1) 中学生の地域における文化芸術・スポーツ活動の充実に向けた取組の方針、進め方、体制等

に関すること。 

(2) 中学校部活動の現状及び課題並びに地域移行に係る仕組みに関すること。 

(3) 指導者確保及び育成に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第４条 協議会に本部会と専門部会を置く。 

 （本部会議） 

第５条 本部会に本部委員を置き、委員 20人以内をもって組織する。 

２ 本部委員は、次に掲げる者のうちから飯田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱する。 

(1) 第７条第２項の規定により、専門委員（第７条に規定するものをいう。）に任命された者 

(2) 学識経験者 

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

（本部委員の任期） 

第６条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員の欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（専門部会） 

第７条 協議会の中に、文化部会及びスポーツ部会の専門部会を置き、それぞれ専門委員 15人以内

をもって組織する。 

２ 専門委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(１) 地域の文化芸術及びスポーツ団体関係者 

(２) 保護者代表者 

(３) 学識経験者 

(4) 学校教育関係者 

(５) 社会教育関係者 

(６) その他の教育委員会関係者 



(７) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

 

 

（協議会） 

第８条 協議会の会議は、教育委員会が必要に応じて招集する。 

２ 教育委員会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求めることが

できる。 

 （事務局） 

第９条 協議会の事務局は、学校教育課及び生涯学習・スポーツ課に置く。 

（補則） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



氏　　名 所属団体等 備　　考

井坪
い つ ぼ

　晃俊
あ き と し

飯田市スポーツ推進委員協議会 本部会・スポーツ部会

江取
え と り

　光雄
み つ お

(公財)飯田市スポーツ協会 本部会・スポーツ部会

大澤
おお さわ

　忠
た だ

史
し

飯田市校長会（旭ヶ丘中学校） 本部会・スポーツ部会

小澤
お ざ わ

　健
けん

NPO法人南信州クラブ 本部会・スポーツ部会

桜井
さ く ら い

　一彰
かず あ き

羽場文化・スポーツクラブ スポーツ部会

武井
た け い

　公徳
きみのり

飯田市PTA連合会（飯田東中学校） スポーツ部会

羽生
はにゅう

　功
こ う 

樹
 き

飯田市スポーツ少年団（本部長） 本部会・スポーツ部会

牧原
ま き は ら

　雅
ただし

飯田市スポーツ推進審議会 本部会・スポーツ部会

三石
みつい し

　義弘
よ し ひ ろ

飯田市公民館長会(下久堅公民館） 本部会・スポーツ部会

山本
や ま も と

　裕
ゆ う

貴
き

下伊那中体連事務局（緑ヶ丘中学校） スポーツ部会

吉澤
よ し ざ わ

　高志
た か し

飯田市教頭会（山本小学校） 本部会・スポーツ部会

吉田
よ し だ

　博明
ひろあき

障がい者支援スポーツセンター駒ケ根 スポーツ部会

飯野
い い の

　雄一郎
ゆういちろう

飯田市教頭会（鼎中学校） 文化部会

今村
いまむら

　光利
みつとし

伊那谷研究団体協議会 本部会・文化部会

大澤
おお さわ

　幸弘
ゆ き ひ ろ

飯伊吹奏楽連盟事務局 本部会・文化部会

亀井
か め い

 裕太郎
ゆう た ろう 

飯田市公民館主事会（松尾公民館） 文化部会

木田　敬貴
 き だ　    たか き

NPO法人いいだ人形劇センター事務局 文化部会

桑原
くわばら

　利彦
としひこ

ＩＩＤＡ　ＷＡＶＥ 文化部会

塩澤
しおざわ

　哲夫
てつお

飯田文化協会 本部会・文化部会

下島
しもじま

　昌子
まさ こ

下伊那合唱事務局 文化部会

手塚
て づ か

　俊尚
としなお

南信美術会（飯田市美術博物館） 本部会・文化部会

牧島
まきしま

　晃
あきら

学校法人コア学園飯田コアカレッジ 本部会・文化部会

三浦
 み うら

　宏子
ひろ こ

おもしろ科学工房 本部会・文化部会

山﨑
やまざき

　啓
けい

飯田市校長会（竜丘小学校） 本部会・文化部会

山
や ま

﨑
ざ き

　久
ひ さ

孝
た か

飯田市PTA連合会(遠山中学校） 文化部会

稲垣
いながき

　和希
かず き

筑波大学アスレチックデパートメント アドバイザー

熊谷
くまがい

　繁
しげる

南信教育事務所飯田事務所指導主事 アドバイザー

内田
うち だ

　総一郎
そういちろう

南信教育事務所飯田事務所指導主事 アドバイザー

熊谷　邦千加 飯田市教育委員会教育長

秦野　高彦 飯田市教育委員会教育次長

今井　栄浩 飯田市教育委員会学校教育課専門幹

伊藤　弘 飯田市教育委員会生涯学習・スポーツ課長

本島　秀勇 飯田市教育委員会生涯学習・スポーツ課係長

氏原　理恵子 飯田市教育委員会生涯学習・スポーツ課係長

樋口　晋哉 飯田市教育委員会生涯学習・スポーツ課主査

松原　岳史 飯田市教育委員会生涯学習・スポーツ課主事

北村　翔太郎 飯田市教育委員会生涯学習・スポーツ課主事

賜　正俊 部活動地域移行支援コーディネーター

令和５年度　飯田市中学生期の文化芸術・スポーツ活動連携協議会委員



★本部会の役割（各部会の代表者20人以下で構成 年3回開催、座長（進行役）を決める。）
①中学生の活動についての現状、課題についての情報交換の場
・各部会で出された課題や意見について整理し、全体で情報交換する。

②市としてのめざす姿（理念）の共有の場
・単に従来の部活動を移行するものではない。めざすべきは、中学生のニーズに応じた多様で豊かな活動の場づくり。

③今後の地域との連携の方針や具体的な進め方等、提案についての意見交換の場

★専門部会の役割（文化・スポーツ各分野の関係者15人以内で構成 年各3回開催、座長(進行役）を決める。）
①文化活動とスポーツ活動では、現状や課題、関係団体も異なることから、各部会の関係者に広く集まっていただき、

それぞれの課題に応じた情報交換や提案に対しての意見交換ができる場とする。
・毎回のテーマごとに、必要に応じて、文化及びスポーツ関係団体(社教団体、スポ協、民間など）や指導者の声、保護者や
中学生の声等を広く聴く機会を設定し、現状と課題を整理する。また、目指す姿（理念）について共有する。

★連携協議会の設置目的
飯田市の小中学生の地域における多様な文化芸術・スポーツ活動を充実させていくために、関係者が集まり現状や課題に

ついての情報交換や今後のより良い環境整備について協議することを目的とする。

「飯田市中学生期の文化芸術・スポーツ活動連携協議会」設置の目的と役割

スポーツ推進
審議会

社会教育
委員会

本部会
20人以内

スポーツ部会
15人以内

文化部会
15人以内

教育委員会

連携
協議会

※協議会での意見等を踏まえて教育委員会としての方針を整理し、スポーツ推進審議会や社会教育委員会に諮って進めていく。
※2年目以降は、進捗確認や新たな課題に対して協議する。



令和５年度「飯田市中学生期の文化芸術・スポーツ活動連携協議会」日程 

部活動地域移行について、将来に向けた体制づくりを目指し、学校・地域・文化・スポーツ

関係者が集まり、中学生の多様な文化芸術・スポーツ活動の場の充実に向けて協議する。 

 

       日程案          協議内容 

第１回 ５月２４日（水） 

１９：００～２１：００ 

・協議会設置について 

（設置目的や委員の紹介等） 

・協議会の進め方について 

・部活動の現状と課題について 

・地域移行のあり方について 

・各部会で検討する内容について 

・意見交換 

部会 

（２～３回） 

６月～１０月 

 

 

・スポーツ部会、文化部会において部活動

の地域移行にかかわる課題についての

確認 

・中学生、高校生、大学生、関係団体から 

の聞き取り 

・課題解決の方向性について意見交換 

・部活動の地域移行についてのビジョンの

策定 

・結果をまとめ、数名の代表者が本部会に 

て報告する。 

第２回 １１月 ・部活動地域移行の検討の方向性について 

・飯田市の目指す姿の検討 

・今後の推進スケジュールの確認 

・協議内容のまとめ方について 

第３回 ２月 

 

 

・部活動地域移行の方向性について 

・飯田市の目指す姿の確認 

・協議内容のまとめ 

・報告書の検討 

 

※必要に応じて生徒や学校関係者、民間の方々をお呼びして意見を伺うようにする。 

※協議の途中経過をできる限りオープンにしていく。 


